地方分権時代と公立大学
　　　　　　　　　～公立大学への期待～
１　　平成５年からこれまでの地方分権改革の流れ
· 平成５年の国会決議と平成７年の地方分権推進法成立

· 平成１１年の地方分権一括法成立

· 平成１３年の地方分権委員会最終報告
・　平成１３年の地方分権改革推進会議発足から平成１６年の地方分権改革推進会議最終意見まで
２　　「骨太方針」（２００１から２００５）による三位一体改革の流れ

· ３兆円の税源移譲

· ５兆円の国庫補助負担金改革
· 交付税改革（財源保障機能の見直、５兆円の総額抑制、算定の簡素化など）

３　　平成１８年の「骨太方針２００６」と地方行財政の課題
· 新地方分権一括法による地方分権の推進
· 新型交付税の導入

· 歳出抑制と税源移譲による不交付団体の拡大

· 新しい地方財政再生法制の整備

· 地方行革の一層の推進

　　・　　市町村合併のさらなる推進と道州制の国民的論議の展開
４　　地方分権時代の公立大学に期待されているもの
· 地方分権時代とは

　　　　　　～　　地域の歴史、文化、伝統、生活などを大切にした「アイデンティティー」の確立が求められる

　　　　　　～　地域の特色と実情を背景にした「創意と工夫」が求められる

　　　　　　～　国に依存するばかりではない「自立の精神」が強く求められる

　　　　　　～　県境（場合により国境も）を越えた「地域間競争」が起こる

　　　　　　～　地方公共団体のイノベーションと地域住民の自覚が求められる

　　　　　　～　地方公共団体と地域住民の関係が変わる
· 地域の知的、文化的拠点としての役割
· 地域の人材育成や政策研究への貢献

· 地域の政策課題解決のための取り組み

· 大学経営の確立と運営の透明性確保
　　・　　大学間、研究者間の健全な競争の確保

　　・　　地域における信頼感の確立
